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ジャパンフィッシングショー２０１６ 

フィッシングショーＯＳＡＫＡ２０１６開催される 
 

 

平成 28 年 1 月 29 日（金）～31 日（日）の 3 日間、横浜市・パシフィコ横浜で『ジャパン

フィッシングショー２０１６』（（一社）日本釣用品工業会主催）、平成 28 年 2 月 5 日（金）

～7 日（日）の 3 日間、大阪市・インテックス大阪で『フィシングショーＯＳＡＫＡ２０１６』

（大阪釣具協同組合主催）がそれぞれ開催されました。 

 当協議会では、公正競争規約・公正マークのパネル、電力会社・ＪＲによる感電事故注意

チラシを掲示しました。また、安全な電気の使い方ＤＶＤ・電力会社ＣＭの動画を映しまし

た。 

未だ感電事故が絶えないことを受け止め、今回の小間には電車と線路の簡単な模型を作り

ました。電車の上にある感電マークを釣竿で触れると、右端の絵から感電注意の文字とガイ

コツの絵が現れる仕掛けとなっております。大勢の子供たちが、触れて体験出来ました。  

また、高学年の子供から大人の皆さまには、触れなくても感電する話をさせて頂き、「知ら 

なかった」「勉強になった」等のお言葉を頂き大変手ごたえのある場となりました。 

また、出展された会員の皆様には「会員証」の掲示をご協力いただきました。 
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                      配布資料 

                          感電注意チラシ 

                          当協議会紹介のチラシ 

                          クリアファイル 
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【理 事 会】 

◆第１４２回理事会 
平成 27 年 9 月 4 日（金）午後 1 時 30 分より東京・日

本フィッシング会館 7 階ＡＢ会議室において、次の議

案で開催された。 

議案 

第 1 号議案 平成 27 年中間決算見通しに関する件 

第 2 号議案 広報活動に関する件 

  １．横浜・大阪フィッシングショー出展 

①協議会のＰＲ 

②公正マークステッカー配布 

③感電事故注意の啓蒙活動 

２．釣り雑誌広告 

３．冊子「すきすきフィッシング」協力 

第 3 号議案 「釣竿の表示に関する公正競争規約」変

更に関する件 

第 4 号議案 入退会に関する件 

第 5 号議案 その他の件 

  １．第 9 回会員対象調査について 

  ２．ジャパンフィッシングショー2016 釣竿出品の

公正マーク貼付実態調査について 

  ３．フィッシングショー後援名義使用について 

        

◆第１４３回理事会 
平成 27 年 12 月 18 日（金）午後 2 時より東京・日本フ

ィッシング会館 8 階大会議室において、次の議案で

開催された。 

議案 

第 1 号議案 平成 27 年度中間監査報告について 

第 2 号議案 広報・宣伝に関する件 

  １．フィッシングショー確認事項 

   ①小間数 2 小間 

   ②配布資料 

    ・公正マークステッカー 

    ・感電防止チラシ 

    ・当協議会紹介のチラシ 

    ・クリアファイル 

  ２．釣り雑誌広告 13 誌掲載 

第３号議案 「釣竿の表示に関する公正競争規約」変

更に関する件 

第４号議案 入退会について 

第５号議案 その他の件 

  １．第６回 釣竿の繊維含有率検査について 

  ２．平成２８年度総会・理事会日程について 

     

◆理事会・調査指導委員会合同会議 

実地調査報告会 
平成 27 年 12 月 18 日（金）午後 3 時 45 分より東京・

日本フィッシング会館 8 階大会議室において 

第 143 回理事会後、調査指導委員会との合同会議が開

催され、実地調査（店頭）の報告が行われた。 

【調査指導委員会】 

 ◆第３４回調査指導委員会 
平成 27 年 10 月 2 日（金）午前 11 時より東京・

日本フィッシング会館7階AB会議室において次

の議題で開催された。 

議題 

１．店頭調査について 

 ①調査方法 

   全国８ブロックの調査班を構成し、店頭 

  に於いて釣竿の表示実態を調査する。 

②調査期間 

  平成 27 年 10 月～12 月（原則とし都合に 

より適宜に変更） 

 

◆第 9 回会員対象調査 
 平成 27 年 10 月 2 日（金）午後 1 時 30 分より東 

 京・日本フィッシング会館 8 階大会議室におい 

て実施された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

理事会・委員会レポート 

 

調査指導委員会による 

 平成 27 年度 実地調査 
 

 9 年ぶりに、実地調査が実施された。 

 実地調査は、「釣竿の表示に関する公

正競争規約」ならびに同施行規則等に

定められている表示方法について、こ

れが店頭においてどのように遵守され

ているかを調査したものである。 

全国を 8 地域に分け、２７店舗様のご

協力のもと店頭での調査が行われた。 
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●埼玉県が業者に措置命令 権限付与から全国で初めて 

 
  埼玉県は平成27年12月27日、中古自動車販売業ローランインターナショナル（埼玉

県比企郡）に対し、景品表示法に基づき、不当表示の是正等を求める措置命令を行っ

た。これは、平成26年12月の法改正で措置命令の権限が都道府県知事に付与されてか

ら、全国初の行政処分となる。 

  同社は、複数の中古車情報誌に、自社で販売する中古車６１台の情報を載せるに当た

り、オークションで仕入れた実際には修復歴がある車体を、「修復歴なし」などと表示

していた。これは、商品が実際のものよりも著しく優良であると消費者を誤認させる優

良誤認に当たるとして、措置命令が下された。 

 

●景品表示法に導入される課徴金制度 平成２８年４月１日から施行 

 
  不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当景品類及び不当表示防止法への課

徴金制度の導入等を内容とする不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律

が平成26年11月19日に成立し、平成28年4月1日から施行される。 

施行に伴い、事業者が、不当な表示を禁止する本法「第五条の規定に違反する行為（同

条第三号に該当する表示に係るものを除く。〔略〕）」（以下「課徴金対象行為」とい

う。）を施行日以降にしたときは、消費者庁長官は、その他の要件を満たす限り、当該

事業者に対し、課徴金の納付を命じなければならないこととなる。 

  

  本改正法は、優良・有利誤認表示に関する従来の規定を変更したものではないが、本

改正の施行に伴い、事業者が優良・有利誤認表示をする行為をしたとき、消費者庁長官

は、その他の要件を満たす限り、その行為をした事業者に対し、課徴金の納付を命じな

ければならなくなる。 

 

  「著しく優良であると示す」表示（又は「著しく有利である」と「誤認される」表示）

に該当するか否かは、業界の慣行や表示をする事業者の認識により判断するのではな

く、表示の受け手である一般消費者に、「著しく優良」（又は「著しく有利」）と誤認

されるか否かという観点から判断される。優良誤認表示（有利誤認表示）とは、一般消

費者に対して、社会一般に許容される誇張の程度を超えて、特定の「商品又は役務」の

内容（又は取引条件）について、実際のもの等よりも著しく優良であることを示す表示

（又は著しく有利であると誤認される表示）である。 

 

  課徴金対象行為とは、優良・有利誤認表示をする行為である。したがって、例えば、

事業者が本法第31条第1項の規定に基づく協定又は規約（以下「公正競争規約」という。）

に沿った表示など、優良・有利誤認表示に該当しない表示をした場合には、課徴金対象

行為は成立せず、課徴金の納付を命じることはない。 

 
 ※不当景品類及び不当表示防止法第8条（課徴金納付命令の基本的要件）に関する考え方 

       平成28年1月29日消費者庁より抜粋 

   
 

消費者庁   News Release 
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●第１４２回理事会で入会３社、退会１社がそれぞれ 

承認されました。 

 入会会員 

 ・R&Bデザイン株式会社 

   代表取締役   橋本 景 

  〒267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘1-44-11  

TEL043-295-3808 FAX043-295-3808 

・株式会社鶴翔        

代表取締役   鶴貝 伸祐 

  〒327-0003 栃木県佐野市大橋町3194       

TEL0283-86-9870 FAX0283-86-9880 

 ・株式会社ヤリエ       

代表取締役社長 鎗柄 行裕 

  〒669-1535 兵庫県三田市南が丘1-34-32      

TEL079-565-0555  FAX079-565-0556 

 退会会員 

 ・株式会社エム・オン     

代表取締役社長 古川 左千夫 

  〒742-8622 山口県柳井市柳井1574-13       

TEL0820-22-2751 FAX0820-23-3156 

●第１４３回理事会で入会１社、退会１社がそれぞれ 

承認されました。 

 入会会員 

 ・株式会社３４（サーティフォー） 

代表取締役 中川 克己 

  〒819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜3-11-63    

TEL092-894-2034 FAX092-894-2035 

 退会会員 

 ・株式会社釣研        

代表取締役社長 楠根 丈司           

  〒811-4393 福岡県遠賀郡遠賀町若松203      

TEL093-291-2233 FAX093-291-2256 

 

●お悔やみ 
・有限会社アリゲーター技研 代表取締役社長 筒井 努様が平成２８年２月２３日に 

ご逝去されました。ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 ・株式会社ささめ針 会長 篠倉 保三様が平成２８年２月２４日にご逝去されました。 

  ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

  

  

 
 

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-22-8  

                                 日本フィッシング会館５Ｆ 
TEL 03-3206-1130 FAX 03-3206-1140  

 

第３２回定時総会の資料を作成いたします。 

会員各位の皆様には名簿の確認をさせて頂きま

すので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。 

会  員  動  向 釣竿繊維含有率検査の実施 

 
釣竿の表示に関する公正競争規約「使用

材料別名称」の繊維含有率の根拠を表すた

め繊維含有率検査を外部検査機関にて行っ

ております。 

第６回釣竿繊維含有率検査では、会員各

位のご協力の基、検体１６本を検査機関に提

出いたしました。 

 
・㈲ウォーターランド    

・大橋漁具㈱   

・㈲オフィス・ユーカリ 

・㈱オフト  

・㈱ささめ針 

・㈱シマノ 

・㈱ジャクソン 

・㈱デプス 

・ピュア・フィッシング・ジャパン㈱ 

・マルキユー㈱ 

・㈱ミヤマエ 

・㈱ムカイフィッシング 

・メガバス㈱ 

・㈱モーリス 

・㈱山鹿釣具   

・㈱ヤマリア          

平成２８度総会・理事会開催日程は次の通りです 

 

第１４５回理事会 平成２８年 ５月２６日（木） 

第３２回定時総会        同 

第１４６理事会  平成２８年 ９月 ９日（金） 

第１４７理事会  平成２８年１２月１４日（水） 

第１４８理事会  平成２９年 ３月１５日（水） 
 


